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（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
）

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
案
（
第
百
七
十
七
回
国
会
参
第
一
二
号
本
院
提
出
）
（
衆

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
か
ら
の
産
業
及
び
人
口
の
被
災
地
域
以
外
の
地
域
へ
の
流
出
を
防
止
す
る
こ
と

に
よ
り
、
被
災
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動
の
維
持
を
図
り
、
も
っ
て
被
災
地
域
の
復
興
に
資
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
対
象
事

業
者
に
対
し
、
債
務
の
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
そ
の
再
生
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
人
と
し
て
、
株
式
会
社
東
日
本
大

震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
機
構
の
組
織
・
体
制

１

機
構
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
に
よ
り
一
を
限
っ
て
設
立
す
る
株
式
会
社
と
し
、
預
金
保
険
機
構
及
び
農
水
産
業
協
同
組

合
貯
金
保
険
機
構
を
通
じ
て
国
等
に
よ
る
資
本
金
の
組
成
を
行
う
。

２

機
構
の
資
金
借
入
れ
等
に
つ
い
て
、
政
府
保
証
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
対
象
事
業
者
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再
生
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
事
業
者
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
過
大
な
債

務
を
負
っ
て
い
る
事
業
者
（
農
林
水
産
業
者
、
医
療
法
人
等
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
被
災
地
域
に
お
い
て
債
権
者
等
と
協

力
し
て
そ
の
事
業
の
再
生
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
機
構
の
業
務

１

機
構
は
、
支
援
決
定
を
行
っ
た
対
象
事
業
者
に
対
し
て
、
リ
ー
ス
業
者
を
含
む
金
融
機
関
等
が
有
す
る
債
権
の
買
取
り
、

資
金
の
貸
付
け
、
債
務
保
証
、
出
資
、
専
門
家
の
派
遣
等
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
。

２

機
構
は
、
原
則
と
し
て
、
機
構
成
立
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
支
援
決
定
を
行
う
と
と
も
に
、
支
援
決
定
か
ら
十
五
年
以

内
に
事
業
者
に
対
す
る
再
生
支
援
を
完
了
す
る
よ
う
努
め
る
。

３

再
生
支
援
の
決
定
等
を
行
う
に
際
し
て
従
う
べ
き
支
援
基
準
を
主
務
大
臣
が
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り
多

く
の
事
業
者
に
再
生
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
よ
う
適
切
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
方
針

等
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
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行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
七
回
国
会
に
お
い
て
参
議
院
で
修
正
が
行
わ
れ
、
今
国
会
に
お
い
て
衆
議
院
で
、

機
構
の
業
務
に
関
す
る
事
項
、
買
取
価
格
等
に
関
す
る
事
項
、
債
権
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
事
項
、
政
策
金
融
機
関
の
協

力
に
関
す
る
事
項
、
産
業
復
興
相
談
セ
ン
タ
ー
及
び
産
業
復
興
機
構
と
の
連
携
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て
の
修
正
が
行
わ
れ

た
。


